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第 1章

環境基本計画は、環境基本条例に基づいて策定されるもので、国や県の環境基本計画や、

「第１次浜松市総合計画」などの上位計画をはじめとする、環境の保全及び創造などに関連

する各分野の基本的な計画、各種実施計画などと連携を図り、本市における環境行政を、総

合的かつ計画的に推進するための計画として位置づけられます。 

したがって、行政の各分野における個別計画で、環境に影響を及ぼすと考えられる施策･

事業を定める場合には、この環境基本計画の示す方向性との整合を図ることが必要となりま

す。 

図１�１  環境基本計画の位置づけ   

※各計画の概要については付属資料関係計画一覧（P176）で解説しています。
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【浜松市環境基本条例】

（H10）

【産業経済】

●浜松市創業都市構想

●浜松市新エネルギービジョン

●浜松市観光ビジョン

●浜松市農業振興基本計画

●浜松市農業振興地域整備計画

●浜松市農村環境計画

●浜松市森林・林業ビジョン

【教育・文化】

●浜松市文化振興ビジョン

●浜松市生涯学習推進大綱

●浜松市教育総合計画

【都市・生活基盤】

●浜松市都市計画基本方針

  （都市計画マスタープラン）

●国土利用計画浜松市計画

●浜松市総合交通計画

●浜松市景観形成基本計画

●浜松市緑の基本計画

●浜松市のみちづくり計画

●浜松市上水道事業基本計画

●浜松市下水道ビジョン

【都市経営】

●静岡県西部地方拠点都市地域整備基本

計画                     

●浜松市シティプロモーション戦略

●浜松市世界都市化ビジョン

【各分野・各種個別計画】

【環境分野の各種個別計画】

【資源循環】

●浜松市バイオマス利活用推進計画

●浜松市資源循環促進基本計画

●浜松市循環型社会形成推進地域計画

●浜松市一般廃棄物処理基本計画

●第３次浜松市産業廃棄物処理基本計画

【地球環境】

●浜松市地球温暖化対策地域推進計画
●浜松市役所地球温暖化防止実行計画

【自然環境】

●天竜川・浜名湖環境共生計画

【生活環境】

●浜松市における音・かおり・光に関する生

　活環境創造計画

●浜松地域公害防止計画

★【第１次浜松市総合計画】

●【基本構想】（H19�H26）
都市の基本理念・将来像、各分野の将来像 

●【都市経営戦略】（基本計画）（H19�H22）
環境分野の目標：水と緑と光が響きあう環境共生都市

●【戦略計画】（実施計画）（単年計画・毎年策定）

政策推進のための戦略プラン 

【浜松市環境基本計画】
（H20�H26）

目的：環境行政の基本的な方向性を示し、

総合的かつ計画的に推進する計画

１－３ 環境基本計画の位置づけ
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第 1章

環境基本計画の対象地域は、浜松市全域とします。 

なお、温暖化対策などの市域を超えて対応すべき施策や、国、県、周辺自治体と連携する

ことにより効果が得られる施策については、より広域的な観点からの推進を図ります。 

環境基本計画の対象環境分野を図１�２に示します。 

なお、本市の環境については、社会経済環境、生活環境、自然環境、快適環境に区分する

とともに、それら全体を含んだ地球環境という５つの枠組みでとらえます。 

図１�２  環境基本計画の対象環境分野

環境基本計画の目標年次は、「第１次浜松市総合計画」と整合性を図り平成 26 年度（2014

年度）とします。 

なお、環境基本計画は社会経済情勢の変化や科学技術の向上を見ながら必要に応じて見直

しを行うものとします。 
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１－４ 環境基本計画の対象地域

１－５ 環境基本計画の対象環境分野

１－６ 環境基本計画の期間
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環境基本計画の構成を図１�３に示します。 

第１章 環境基本計画の基本的な事項

根拠・目的、背景、位置づけ、対象地域、対象環境分野、期間、構成

第 2 章 浜松市の環境特性と課題

（1）現 状 と 課 題 

（2）浜松市の取り組むべき課題

第７章 計 画 の 推 進

1）社会経済環境  2）生活環境  3）自然環境 
4）快適環境    5）地球環境 
6）主要環境資源（森林、天竜川、浜名湖、佐鳴湖、遠州灘）

第 3 章 基 本 目 標 と 施 策 の 体 系

（2）施 策 の 体 系 

（1）基 本 目 標 

図１�３  環境基本計画の構成

第５章 行 動 指 針

（2）地 域 別 行 動 指 針 
1）都市･臨海地域 
2）里山･湖岸地域 
3）中山間地域 

（1）主 体 別 行 動 指 針 
1）市の行動指針 
2）市民の行動指針 
3）事業者の行動指針

第 6 章 主 要 施 策

第４章 施 策 の 基 本 的 方 向

１－７ 環境基本計画の構成

◆公害防止計画推進プロジェクト 

◆地球温暖化対策推進プロジェクト

◆森の復権プロジェクト 

◆天竜川・浜名湖流域環境活性化
　プロジェクト 
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